
 電気事業者 B 

排出係数：0.37以下 

■低炭素電力（再エネ電力）の利用拡大に向けた新たなインセンティブの導入 

 

 

 

 

 

 

第三計画期間における 「低炭素電力選択の仕組み」について 

●都制度で「低炭素電力（再エネ電力）」と位置付ける対象の追加（電力選択の多様化へ対応） 
○国が推進する「ＦＩＴ制度導入により生まれた環境価値（非化石価値証書※1等）を活用した電力」も、再エネを活用した電力と位置付け 
○電気事業者が供給する「電力メニュー」も対象に追加（ただし、「当該電気事業者が都内に供給する電力全体の排出係数が都認定基準（0.37）以下」であることが条件） 

※1 非化石価値証書は「再エネ指定」に限定。今後、証書に関して、電源種別の情報が証明できるようになった際は、国の議論等を踏まえ検討 

●電気のCO2排出係数が都認定基準(0.37 t-CO2/千kWh ※2 ）以下の低炭素電力（再エネ電力）の調達時には、削減量として全量算定 
○第２期で設定していた「低炭素電力調達時に算定できる「削減量」の活用上限」を撤廃   ※2 国の長期エネルギー需給見通しを踏まえた電力業界2030年の自主目標値 
 

●再エネ電源割合の高い電力（30％以上）の調達時には、削減量の追加が可能（追加付与） 

※3 基礎排出係数（実際の電源構成に基づく排出係数）と調整後排出係数（基礎排出係数にFIT制度に伴う環境価値等の調整及び非化石価値証書等の環境価値利用を反映した排出係数）のいずれか低い方の値で判断 

参考資料４-別紙2 

排出係数差による削減量 再エネ電源割合による削減量 

認定事業者からの 
低炭素 

電力調達量 
× 

第三期固定係数 
（0.489） 

－ 
認定事業者の 
電力排出係数 

認定事業者からの 
低炭素 

電力調達量 
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第三期固定係数 
（0.489） 

再エネ 
電源割合 

（30％以上） 

× × 0.25 + 
再エネ電源割合（30～100%）に応じて、低炭素調達電力量の最大
25%相当量を追加付与 

第二期に設定している削減量の活用上限（×0.5）等を撤廃し、  
排出係数差による削減量を全量算定 

【都制度で位置づける「低炭素電力（再エネ電力）」】  

 ●電力のCO2排出係数※3が 都認定基準（0.37 t-CO2/千kWh）以下※2の、再エネを活用した電力(当該電力を供給可能な電気事業者は都が認定） 

●排出係数：0.32 

●再エネ電源割合：30% 

C&T 
対象事業所 

 電気事業者 Ａ 

認定電気事業者 

都が認定事業者・電力メニューを公表※（排出係数・再エネ電源割合） 

●排出係数：0.31 

●再エネ電源割合：0% 

 電気事業者 Ｂ 

●排出係数：0.00 

（供給電力全体：0.37以下） 

●再エネ電源割合：100% 

 電気事業者 Ｃ（電力メニュー） 

●排出係数：0.00 

（供給電力全体：0.37以下） 

 ●再エネ電源割合：0% 

 電気事業者 Ｄ（電力メニュー） 
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供給電力全体 排出係数：0.37以下 

※キャップ＆トレードの対象事業所は、電気事業者の２か年度前の供給実績を基に都が認定、公表した排出係数等を基に低炭素電力を選択し、当該排出係数等を用いて低炭素電力を調達した年
度の削減量を算定（第二期と同じ取扱い） 
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供給電力全体 排出係数：0.37以下 

再エネ電源 
割合による 
削減量 

（モデルケース） 対象事業所の年間排出量：10,000 t-CO2。全電気使用量（約14,000千kWh相当）を、上記電気事業者Aから調達（排出係数：0.32、再エネ電源割合：30％）した場合 

＜第三期における削減効果＞ 

【モデルケースにおいて算定される削減量の比較】 

第二期 
算定式 

削減量 408 t-CO2 

再エネ電源割合による削減量 

第三期 
算定式 

削減量 2,366 t-CO2 削減量 513 t-CO2 
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（排出量に対する削減量の割合：30％） 

排出係数差による削減量 

排出量 

10,000－408 

10,000－2,366－513 

（排出量に対する削減量の割合：4％） 

排出量 

14,000×（0.489－0.32）2／0.489×0.5 

14,000×（0.489－0.32） 14,000×0.489×30％×0.25 

（例①）電気事業者が提供する電力 

（「対象事業者の年間排出量」 

   ー 「低炭素電力調達による削減量」） 

削減量 2,366 t-CO2 削減量 513 t-CO2 

対象事業所の年間排出量（算定削減量反映後） 

 7,121 t-CO2 

（排出量全体に占める算定削減量の割合：30％） 

(10,000－（2,366 + 513) ) 

14,000×（0.489－0.32） 14,000×0.489×30％×0.25 

＜算定例＞ 

●再エネ電源割合：30% 

●排出係数：0.31 

●再エネ電源割合：0% 
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●再エネ電源割合：100% 

 電気事業者 Ｃ（電力メニュー） 
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範囲 
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当該電気事業者の全供給電力 排出係数：0.37以下 

電力メニュー
範囲 

●排出係数：0.00 

●再エネ電源割合：0% 

 電気事業者 Ｄ（電力メニュー） 

非化石 

証書等 

30% 

※「再エネ指定」に限る 

＜削減義務への活用＞ 

年間排出量の削減が可能 

*②の認定を受けた電気事業者は①での認定は受けられない。 

 電気事業者 Ａ 非FIT 
10% 

排出係数：0.37以下 

FIT 

20% 

卸取引所等 

40% 

LNG 

火力 

30% 

●排出係数：0.32 

●再エネ電源割合：30% 

（例②）電気事業者が提供する「電力メニュー」 

●排出係数：0.00 

他電源種 

70% ＋ 卸取引所等 

30% 

【都認定電気事業者からの「低炭素電力調達」による、削減量の算定方法】  

  

当該電気事業者の全供給電力 排出係数：0.37以下 

非化石 

証書等 

30% 

+ 

【キャップ＆トレード制度】 


